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令和８年議案第４３号 

 

   特定都市河川浸水被害対策推進事業 古知野南小学校雨水貯留施設設置工事

（週休２日）請負契約の締結について 

 

 令和８年３月３日一般競争入札に付した特定都市河川浸水被害対策推進事業 古知

野南小学校雨水貯留施設設置工事（週休２日）について、下記のとおり契約を締結す

るため、江南市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭

和３９年条例第１３号）第２条の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

  令和８年３月１６日提出 

 

江南市長  澤田 和延    

 

記 

 

１ 契約の目的   特定都市河川浸水被害対策推進事業 

古知野南小学校雨水貯留施設設置工事（週休２日） 

２ 契約の方法   総合評価落札方式による一般競争入札 

３ 契 約 金 額   金 ５４６，７００，０００円 

４ 契約の相手方   大興・尾関建設特定建設工事共同企業体 

代表構成員  江南市古知野町熱田２９番地 

大興建設株式会社江南営業所 

所長 中村 宏唯 

構 成 員  江南市宮田町泉２５６番地 

尾関建設株式会社 

代表取締役 尾関 卓 

 

 

   提案理由 

 この案を提出するのは、特定都市河川浸水被害対策推進事業 古知野南小学校雨水

貯留施設設置工事（週休２日）を施工するため、必要があるからであります。 
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令和８年議案第４４号 

 

   損害賠償の和解及び額を定めることについて 

 

 市において損害賠償義務が発生したので、その和解及び額を別紙のとおり定めるこ

とについて、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第４０条第２項及び江南

市下水道事業の設置等に関する条例（令和元年条例４８号）第７条の規定により適用

する地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号及び第１３号の

規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

  令和８年３月１６日提出 

 

江南市長  澤田 和延    

 

 

   提案理由  

 この案を提出するのは、令和７年５月９日江南市赤童子町地内において、職員が交

通事故を起こしたことにより、市に損害賠償義務が生じたからであります。 
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和 解 及 び 賠 償 金 調 書 

事 故 発 生 日 時 令和７年５月９日 午前９時１０分頃 

事 故 発 生 場 所 江南市赤童子町桜道５７番地４先 交差点 

当 事 者（甲） 江南市 運転者  下水道課 職員 

当 事 者（乙） 相手方 運転者  市内在住 

事 故 の 状 況 
事故発生現場の交差点を南進した際に、東側から進入してきた

自転車と公用車が接触したもの。 

和 解 の 内 容 

１．双方の損害額及び過失割合は、次のとおりとする。 

  （１） 損害額  甲  金 ６５，５６０円 

           乙  金  ９，９００円 

  （２） 過失割合 甲  ６０％ 

           乙  ４０％ 

  甲は、乙に対し、金５，９４０円を賠償するものとする。 

乙は、甲に対し、金２６，２２４円を賠償するものとする。 

２．甲は、乙に対し、治療費等として金１，１５６，１８２円を

賠償するものとする。なお、損害総額が自動車損害賠償責任保

険の限度額以下であることから、過失割合の適用は行わないこ

ととする。 

３．その他に関しては、一切異議、請求の申立てをしないものと

する。 

賠 償 金 額 
車両修繕費  金     ５，９４０円 

治 療 費 等  金 １，１５６，１８２円 
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（参 考） 

   事故現場説明図（江南市赤童子町桜道５７番地４先 交差点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相手方自転車 

公用車 

 
江南郵便局 
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令和８年議案第４５号

令和７年度江南市一般会計補正予算（第１０号）

                   

 令和７年度江南市の一般会計の補正予算（第１０号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 82,808千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 40,546,070千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入 

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

  令和８年３月１６日提出

                      江南市長  澤田 和延
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令和８年議案第４６  号

令和７年度江南市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

令和７年度江南市の国民健康保険特別会計の補正予算（第３号）は、次に定めると

ころによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 47,475千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ 8,365,749千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

  令和８年３月１６日提出

                    江南市長  澤田 和延
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